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１．佐敷川水系の概要



１．流域及び河川の概要
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熊 本 県

■幹川流路延⾧
佐敷川 ： 16.82 km
乙千屋川： 1.205 km
宮の浦川： 2.69 km
田川川 ： 7.32 km
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１．流域及び河川の概要
熊 本 県
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１．流域及び河川の概要
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国有林

国有林の内、保安林



２．佐敷川水系の現状と課題
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4k094
内田堰

1k600
無名橋

1k347
無名堰

宮の浦川

田川川

佐敷川

佐敷川

基準点
（相逢橋）

6k339無名堰

0k000

乙千屋川

中小河川改修事業（1/50規模）

佐敷川水系災害復旧助成事業（R2災）

佐敷川水系
災害復旧助成事業
（R2災）

佐敷川水系
災害復旧助成事業
（R2災）

単県河川改良事業

防災・減災対策等強化事業（R2災）

２．１ 治水の現状と課題
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主に、支川の溢水及び内水被害。
昭和52年以降、堤防を越えて氾濫するような
大きな洪水は発生していない。



２．１ 治水の現状と課題

佐敷川流域

宮の浦川流域
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２．１ 治水の現状と課題
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※ピーク時は欠測
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２．１ 治水の現状と課題
熊 本 県
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２．２ 利水の現状と課題

   現在取水あり 

  現在取水なし 
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２．３ 河川環境の現状と課題
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芦北IC

八代海 宮の浦川

河川
流域界
市町村界
二級河川区間

芦北町役場

湯の浦川
（二級水系）

九州新幹線

佐敷川

乙千屋川

栫橋

●：水質観測所

田川川



２．３ 河川環境の現状と課題
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乙千屋川砂防ダム

乙千屋橋 乙千屋川

佐敷川 ●芦北高校



３．河川整備計画の対象区間及び期間
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３．１ 計画対象区間・対象期間
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４．河川整備計画の目標に関する事項
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４．１ 河川整備計画の目標に関する事項
熊 本 県

16

 

■相逢橋 

500 

（520） 

 ■：基準地点 

（ ）は、洪水調節施設が無い場合の流量 



５．河川の整備の実施に関する事項
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５.１ 河川工事の目的、種類及び施行の場所並び
に当該河川工事の施行により設置される河
川管理施設等の機能の概要
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4k094
内田堰

6k339
無名堰

基準地点
（相逢橋）

佐敷川本川下流
計画規模：1/50 佐敷川本川上流

計画規模：1/30

田川川
計画規模：1/30

乙千屋川
計画規模：1/30 宮の浦川

計画規模：1/30
基準地点
（相逢橋）

4k094
内田堰

6k339
無名堰

基準地点
河川整備計画の

目標流量

(㎥/s)

洪水調節施設

による調節流量

(㎥/s)

河川整備計画

河道配分流量

(㎥/s)

相逢橋 520 20 500

５.１.１ 洪水等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
熊 本 県

【氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策】：河道の整備及び遊水地の整備
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1k525
［相逢橋（基準地点）］

1k000

2k000

4k000
3ｋ500

1k400

佐敷川 (内田堰より下流) の整備計画概要

堤防崩壊につき築堤

3ｋ000

Googlemap

内田堰

相逢橋（基準地点）

1k000

0k000

2k000

3k000

4k000

５.１.１ 洪水等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
熊 本 県
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■掘削のり勾配の考え方

出典：九州地方整備局 土木工事設計要領（河川編）

無名堰1号
（1k642）

河道掘削による護岸崩壊を防ぐため、

保安距離を確保して根継工を施工。

河床は平坦にならないように、

現状のみお筋を確保。

護岸から保安距離をとり、1:3の勾配で掘削することで、できるだけ寄州を残し動植物の生

息・生育・繁殖環境に配慮するとともに、護岸に影響を与えないよう施工。

1k400

堤防嵩上げ0k900～1k900は河積が小さく、最大限の掘削が必要。

4k000

1k900より上流については、1:3の勾配で掘削することで、
護岸に影響を与えないよう施工する。

澪筋を確保

寄州を残す

河畔林を残す

寄州を残す

寄州を残す

寄州を残す

寄州を残す

澪筋を確保

澪筋を確保

澪筋を確保

河畔林を残す
河畔林を残す



４ｋ０９４
［内田堰］

5ｋ000

6ｋ000

4ｋ200

・固定堰は存置

・基本的に「河道拡幅」、「堤防嵩上げ」で対応

・掘削を行う場合は、下流部と同様に護岸から保
安距離をとり、1:3の勾配で掘削することで、護
岸に影響を与えないよう施工

・堤防嵩上げの構造は基本的に土堤とし、県道部
や家屋がある箇所は特殊堤（パラペット）とする。

6k000

内田堰

50年確率

30年確率

内田堰の下流部と上流部で、
地形、氾濫原の土地利用等が
大きく変化する。

Googlemap

1：3

4k200

佐敷川 (内田堰より上流) の整備計画概要

５.１.１ 洪水等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
熊 本 県
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護岸は環境に配慮した

素材を用いる。

：築堤
：河道掘削等

凡例

河床は平坦にならないように、

現状のみお筋を確保。

5k000

澪筋を確保

澪筋を確保

澪筋を確保

寄州を残す

河畔林を残す

河畔林を残す

澪筋を確保



宮の浦川

佐敷川

乙千屋川

佐敷川

田川川

遊水地の整備

佐敷橋

七瀬橋

洪水防御の対象地域

遊水地の候補地

遊水地の整備計画概要

５.１.１ 洪水等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
熊 本 県
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R2年7月豪雨 浸水調査結果

遊水地整備の概要図



＜縦断図＞

0k200

＜平面図＞
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無名橋1号

船津橋

道川内橋

佐敷川本川の余裕高（計画高水位+1.0m）

余裕高不足

・基本的に「堤防嵩上げ」で対応

・堤防嵩上げの構造は、背後地（道路）を考慮
して特殊堤（パラペット）とする。

乙千屋川 （合流部) の整備計画概要

５.１.１ 洪水等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
熊 本 県

＜横断図＞

・佐敷川本川の余裕高を考慮し
た高さより低い堤防は嵩上げ
を実施する。

・船津橋については、構造令第
64条より、乙千屋川での余裕
高を確保していること、橋面
が佐敷川本川の余裕高を考慮
した高さより高いことから架
替不要とする。

0k100
船津橋 乙千屋川

佐敷川

佐敷小学校

Googlemap

整備区間 L=260m

0k200

23

：築堤
：河道掘削等

凡例

河畔林を残す



NO.53

NO.55

NO.58

NO.60

単県河川改修事業により

整備済み

南九州西回り自動車道
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乙千屋川 （上流部) の整備計画概要

５.１.１ 洪水等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
熊 本 県

・基本的に「河道拡幅」、「堤防嵩上げ」で対応

・堤防嵩上げの構造は基本的に土堤とし、県道部や
家屋がある箇所は特殊堤（パラペット）とする。

1k120

景観や環境に配慮した

護岸素材を整備する。

河道掘削による改変は最小限にとどめる。
：築堤
：河道掘削等

凡例

河道掘削は最小限にとどめる

澪筋を確保



0ｋ000

0ｋ400

0ｋ500

0ｋ900

1ｋ000

1ｋ300

1ｋ500
1ｋ600

・基本的に「堤防嵩上げ」、「河道掘削」で対応

・狭窄部のため、県道橋(0k000)、無名橋1号(0k335)は架替

・無名堰2号(1k125)は現状利用されておらず、完全に埋塞し
復旧が困難であるため、撤去

・無名橋3号(1k315)は計画の高さが確保できないため、撤去
(1k366の橋梁(大丸橋)が利用できるため、架替不要）
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宮の浦川の整備計画概要

５.１.１ 洪水等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
熊 本 県

0k900

基本的には土堤に

よる嵩上げ 洪水により堆積した土砂の撤去

＋河道掘削

特殊堤による嵩上げ
1k100

：築堤
：河道掘削等

凡例

洪水により堆積した土砂の撤去

＋河道掘削

河畔林を残す



0k396

0k600

0k800

1k000

1k200

1k340

・基本的に「堤防嵩上げ」、「河道掘削」で対応

・河床掘削による河積確保が必要であるため、
堰を改築(可動堰)

堰撤去→可動堰
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田川川の整備計画概要

５.１.１ 洪水等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
熊 本 県

0k630
右岸側は築堤

堰改築に伴う河道掘削

：築堤
：河道掘削等

凡例

澪筋を確保

河畔林を残す



５.１.１ 洪水等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
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【氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策】：集水域における貯留・浸透機能の普及・拡大

【氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策】：土砂・流木対策

【氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策】：内水対策



５.１.１ 洪水等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
熊 本 県

【被害対象を減少させるための対策】：土地利用の規制・誘導の促進

【被害の軽減、早期復旧・復興のための対策】：円滑な避難に向けた支援
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５.１.２ 河川環境の整備と保全に関する事項
熊 本 県

【河道の整備と良好な環境の保全の両立】：水域における瀬・淵等の良好な環境の保全
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【河道の整備と良好な環境の保全の両立】：良好な景観の保全

【河道の整備と良好な環境の保全の両立】：人と河川とのふれあい空間の保全・創出



５.１.２ 河川環境の整備と保全に関する事項
熊 本 県

【次世代に継承する良好な環境の確保・創出】
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５.２ 河川の維持の目的、種類及び施行の場所
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５.２.２ 洪水等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
熊 本 県

32



５.２.３ 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項
熊 本 県
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５.２.４ 河川環境の整備と保全に関する事項



６．その他河川整備を総合的に行うために
留意すべき事項
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６．１ その他河川整備を総合的に行うために留意すべき事項
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乙千屋川砂防ダム

乙千屋橋

佐敷川 ●芦北高校

ほたる保護区域

アマモ場

乙千屋川


